
ダイエー 
熊本店 

（熊本市大江） 

菊池地域農協 
菊池中央支所 
(土・日は除く)

青色申告・譲渡所
得・事業所得・一
時所得・住宅ロー
ン控除・税務署か
ら通知が来た方な
ど、全ての所得税
申告、個人事業者
の消費税申告 

２／２２(日) 
および 
３／１(日)

２／１６(月) 
～　 

３／１６(月)

会　場 対象者 期　日 

午　前 午　後 

午前９～１１時 午後１～４時 

三里木・三里木北 

三里木町民センター 

２月１６日（月） 

新山・境の松・新成 ２月１７日（火） 

杉並台・青葉台 ２月１８日（水） 

東ケ丘・沖野・下堀川 ２月１９日（木） 

光の森 

武蔵ケ丘 
コミュニティセンター 
（武蔵ケ丘中学校隣） 

２月２０日（金） 

武蔵ケ丘１町内～４町内 ２月２３日（月） 

武蔵ケ丘５町内～８町内 ２月２４日（火） 

八久保・南八久保 ２月２５日（水） 

花立・向陽台 ２月２６日（木） 

中代 東部町民センター 
（多目的ホール） 

２月２７日（金） 

上中代・出分 戸次・馬場楠 ３月  ２日（月） 

川久保・下原 津留・大堀木 

役場２階大会議室 

３月  ３日（火） 

曲手・辛川 井口・道明 ３月  ４日（水） 

あさひケ丘・津久礼ケ丘 上津久礼 ３月  ５日（木） 

宮の上・ひばりケ丘 下津久礼 ３月  ６日（金） 

緑ケ丘 緑陽台・古閑原 ３月  ９日（月） 

入道水・柳水・馬場 ３月１０日（火） 

上堀川 新町・南方 ３月１１日（水） 

中尾・光団地・駅前 ３月１２日（木） 

受付地区 

会　場 期　日 
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確  定  申  告 申告は 

 お早め
に！ 

２月１６日（月）～３月１６日（月） 
　平成２０年分の所得税の確定申告は、２月１６日（月）～３月１６日（月）までとなっています。 
　申告の準備はお済みでしょうか？例年、申告期限前は窓口が混み合いますので、申告が必要な方は必
要書類などを事前に確認し、余裕を持ってお早めに申告をしてください。 
　確定申告期間中、役場では住民税（町県民税）、国民健康保険税（国保税）の申告も受け付けています。
（日程は、次頁のとおりです。） 
　また、個人事業者の消費税の申告期限は３月３１日（火）です。こちらもお早めに申告をお願いします。 

○平成１１年から平成１８年までに入居され、年末調整や確

定申告で住宅ローン控除を受けられる方で、所得税で引

ききれなかった住宅ローン控除がある場合、その引きき

れなかった分を住民税から控除できる制度が、平成２０

年度（平成１９年分）から始まっています。控除の適用を

受けるには毎年申告が必要です。 

○平成２１年度（平成２０年分）の対象となる方は、３月１６日

（月）までに、役場（確定申告をする方は税務署）へ控

除を受けるための申告書を提出する必要があります。 

○菊陽町ホームページに「住宅ローン控除申告書作成ツー

ル」を掲載していますのでご利用ください。 

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
へ
 

 　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
平
成
20
年
中
に
支
払
っ

た
医
療
費
の
領
収
書
（
原
本
）
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
「
高

額
療
養
費
と
し
て
健
康
保
険
な
ど
か
ら
の
給
付
金
」
や
「
生

命
保
険
な
ど
か
ら
の
給
付
金
」
な
ど
を
差
し
引
い
た
金
額
が

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い（
こ
れ
ら
の
「
戻

っ
て
き
た
金
額
」
が
わ
か
る
書
類
も
必
要
で
す
）
。
 

　
な
お
、
申
告
す
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
領
収
書
の
金
額

を
家
族
ご
と
に
集
計
し
、
所
定
の
様
式
に
記
入
し
た
上
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
様
式
は
、
税
務
課
・
武
蔵
ケ
丘
支
所

に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
）
。
 

 　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
方
へ
 

 　
申
告
時
に
、
書
類
が
不
足
し
て
い
た
場
合
は
、
受
付
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
事
前
に
必
要
書
類
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
、
原
則
と
し
て
税
務
署
受
付
と
な

り
ま
す
）
。
 

○
住
民
票
、
登
記
事
項
証
明
書
（
登
記
簿
謄
本
）
、
年
末
残

高
証
明
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
本
を
提
出
。
 

○
売
買
契
約
書
（
工
事
請
負
契
約
書
）
の
コ
ピ
ー
（
収
入
印

紙
の
貼
付
が
確
認
で
き
る
も
の
）。 

※
平
成
20
年
に
入
居
さ
れ
た
方
は
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

受
け
る
期
間
を
選
択
（
10
年
か
15
年
を
選
択
）
で
き
ま
す
。
 

 　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
確
定
申
告
が
で
き
ま
す
 

 　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
（http://w

w
w
.nta.go.jp

）
で
は
、
画

面
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
確
定

申
告
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
印
刷
す
れ
ば
税
務

署
に
提
出
で
き
ま
す
。
ま
た
、
電
子
申
告
デ
ー
タ
を
作
成

す
れ
ば
電
子
申
告
に
よ
り
申
告
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
 

■申告日程（税務署） 

※青色申告の方は青色申告会を通して提出するか、
税務署へ直接提出してください。 

※詳しくは菊池税務署等へお問い合わせください。 

■申告書作成無料相談 

南九州税理士会菊池支部による申告書作成の
無料相談が開催されます。 
 
■期　間　 
２月５日（木）～１３日（金） 
※土・日・祝日を除く。 

■場　所　 
菊池地域農協菊池中央支所（菊池市役所そば） 

■問い合わせ　 
菊池税務署個人課税部門（�０９６８－２５－２１２１） 

　
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
主
な
方
 

 ・
税
務
署
か
ら
申
告
書
が
郵
送
さ
れ
て
き
た
方
 

・
給
与
所
得
者
（
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）
で
、
２
カ
所
以
上

か
ら
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
方
 

・
給
与
収
入
で
、
年
収
が
２，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
 

・
給
与
以
外
の
所
得
金
額
が
、
２０
万
円
を
超
え
る
方
（
20

万
円
以
下
の
方
は
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。） 

・
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
り
、

所
得
税
の
納
付
税
額
が
あ
る
方
 

 　
確
定
申
告
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
方
 

 　
年
金
所
得
が
あ
る
方
や
年
の
途
中
で
退
職
さ
れ
、
そ
の

後
お
勤
め
が
な
い
た
め
年
末
調
整
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
な
ど
は
、
申
告
し
て
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
を
受

け
る
こ
と
で
所
得
税
が
還
付
に
な
っ
た
り
、
住
民
税
の
計

算
も
有
利
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

 　
申
告
の
際
に
必
要
な
主
な
も
の
 

 ○
申
告
書
（
税
務
署
か
ら
郵
送
さ
れ
た
方
の
み
）
 

○
印
鑑
（
認
印
で
可
）
 

○
本
人
の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）
 

○
源
泉
徴
収
票
・
支
払
証
明
書
な
ど
 

○
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
は
収
支
内
訳

書（
収
入
金
額
と
必
要
経
費
が
記
載
済
み
の
も
の
）
 

○
国
民
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
 

○
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書
（
生
命
保
険
・
個
人
年
金
・

地
震
保
険
な
ど
）
 

○
医
療
費
控
除
関
係
（
領
収
書
・
高
額
療
養
費
な
ど
の
給
付

金
額
が
わ
か
る
書
類
、
保
険
会
社
か
ら
の
給
付
金
額
が

わ
か
る
書
類
）
 

○
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
な
ど
 

 

　
国
民
健
康
保
険
の
方
は
申
告
を
お
忘
れ
な
く
！
 

 　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
（
世
帯

に
国
保
へ
加
入
し
て
い
る
家
族
が
い
る
場
合
の
世
帯
主
を

含
む
）
は
、
所
得
税
ま
た
は
住
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
 

　
所
得
が
な
い
場
合
で
も
申
告
を
し
な
い
と
国
保
税
の
減

額
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

 　
申
告
を
し
な
い
と
 

 　
公
営
住
宅
や
児
童
手
当
な
ど
の
手
続
き
に
必
要
な
各
種

証
明
書
（
所
得
証
明
書
・
課
税
証
明
書
な
ど
）
の
発
行
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

住民税の住宅ローン 
控除について 

↑至山鹿 

←至熊本　国道３８７号線 

菊池 
警察署 

中央 
公民館 ＪＡ 

菊池税務署 
菊池 
市役所 

菊池 
文化会館 

至菊池渓谷 

セブン 
イレブン 

↓至大津 

隈府小 

■菊池税務署案内図 

● ● 

● ● 

● 

● 

● 

青色申告・譲渡所得などは受付できませんのでご注意ください。 ■申告日程 

※混雑をさけるため、行政区ごとに受付日（午前・午後）を指定しています。できるだけ、ご自分の行
政区の指定された日に申告をお願いします。 
※申告会場は、混み合う場合がありますので、時間に余裕をもってご来場ください。 

問い合わせ　　税務課　住民税係　 � ���ー����

＊ ＊ 


